
令和７年度 第３回

流山市在宅医療介護連携推進会議
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流山市役所健康福祉部介護支援課

令 和 ７ 年 ９ 月 １ ９ 日 （ 金 ）

流山市在宅医療介護連携推進事業



議題１

流山市認知症施策について
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変換期
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資料：「認知症及び軽度認知障害の有病率調査並びに将来推計に関する研究」（令和５年度老人保健事業推進費等補助金九州大学二宮利治教授）より厚生労働省にて作成



流山市の要支援・要介護認定者で認知機能に支障を抱えるものの状況

（人）

要介護等認定者のうち認知症高齢者の日常生活自立度がⅡａ以上
（主治医による評価）の人数の推移

各年とも３月末時点 4



２０００年（平成１２年）
介護保険法施行。認知症に特化したサービスとして、認知症グループホームが創設

２００４年（平成１６年）
「痴呆」→「認知症」へ用語の変更

２００５年（平成１７年）
認知症サポーターの養成開始

２０１５年（平成２７年）
新オレンジプラン（認知症施策推進総合戦略）を策定

これまでの国の認知症施策の主な取組み

２０１９年（平成３１年・令和元年）
共生と予防を目指す「認知症施策推進大綱」が関係閣僚会議で決定
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２０１２年（平成２４年）
オレンジプランを策定（９月）

２０２３年（令和５年６月１４日）
「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」成立

２０２４年（令和６年１２月）
基本法に基づく「認知症施策推進基本計画」が閣議決定
※都道府県・市町村における推進計画策定が努力義務

２０１７年（平成２９年）
介護保険法改正に伴い、地域支援事業に認知症総合支援が明記



共生社会の実現を推進するための認知症基本法
（R5.6.14成立 R6.1.1施行）

目的

認知症の人が尊厳を保ちつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症
施策を総合的かつ計画的に推進し、共生社会の実現を推進する。

基本理念

・市町村には認知症施策推進計画の策定が努力義務
・基本的人権の理念のもと、共生社会の実現や当事者参画がもとめられている
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ポイント

7つの基本理念



基本法
認知症観
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新しい認知症観
認知症になったら何もできなくなるのではなく、認知症になってからも一
人一人が個人としてできること・やりたいことがあり、住み慣れた地域で
仲間等とつながりながら、希望を持って自分らしく暮らし続けることがで
きるという考え方
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流山市の認知症施策
（第9期高齢者支援計画）

【施策目標】

認知症についての早期診断や適切な医療・介護連携体制の整備等、

認知症となっても地域で希望を持って日常生活を過ごせる社会を

目指して、認知症の方やその家族の視点を大切にした取組の推進

【認知症施策の体系】

①認知症への理解を深めるための普及啓発

②医療・ケア・介護サービス・介護者への支援

③認知症の方を支える地域づくり



【認知症サポーター養成講座】

▶認知症に関する正しい理解の普及を図り、学校や地域の市民に向けて

講座を実施

・サポーター養成講座修了者：23,421人（昨年比約1,000人増）Ｒ７.３時点

・フォローアップ講座

東部及び中部高齢者なんでも相談室において開催

【認知症に関するイベントの開催】

▶認知症の正しい理解、認知症になっても住み続けられる地域づくり推進の

ための啓発活動

〇VR認知症体験会

・森の図書館9月6日 22名参加

・薬局ハカラメディコ9月7日 15名参加

・流山健康いきいきフェア2024内VR認知症体験ブース

11月30日 50名参加、12月1日 59名参加
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令和6年度実績
①-1認知症への理解を深めるための普及啓発



〇認知症講演会

・「認知症とともに生きる」～認知症と薬について・認知症当事者の思い～

・ちばオレンジ大使、薬剤師の方より講演

・57名参加

〇広報ながれやま 9月21日号1面

・認知症の早期発見、早期相談について（相談先・ケアパスの紹介）

・認知症の方を介護されるご家族のインタビュー：北部地区在住の方
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①-２認知症への理解を深めるための普及啓発

令和6年度実績



【認知症地域支援推進員活動】

▶市、高齢者なんでも相談室、グループホーム、小多機、特別養護老人ホーム、

居宅介護支援事業所、ケアハウス、病院等の専門職による活動。定例会の開催、

認知症月間の企画運営、認知症ケアパスの作成、認知症に関する相談対応等

・推進員37名 Ｒ７.４時点

・定例会議 全４回（うち１回は書面会議）

【認知症初期集中支援チーム】

▶市介護支援課専門職（保健師等）＋認知症サポ―ト医により構成。

・対応件数3件
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②-1医療・ケア・介護サービス・介護者への支援

令和6年度実績



【認知症ケアパス】

▶市民向け啓発冊子「認知症安心ガイドブック」

・平成29年5月～認知症地域支援推進員と共に作成・発行

・現在、令和6年2月発行分を配布・ホームページに掲載中

・令和8年度改訂予定

【認知症の方を支える家族の会】

▶介護者同士の情報共有・交流の場

・市及び各圏域で実施

・市（コスモスの会）4回開催・参加者 延べ22名

【若年性認知症の方と介護者への支援】

▶若年性認知症の方ご本人・ご家族の情報共有・交流、助言者や専門職から

アドバイスを行う場

・3月1日 参加者9名（本人2名）
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②-２医療・ケア・介護サービス・介護者への支援 令和6年度実績



【認知症高齢者等見守り事業（二次元バーコード付き見守りシール）】

（令和4年度より家族介護支援事業による新事業）

▶認知症等により行方不明となった際に早期発見・保護を図るため、

地域全体での見守り体制を構築するもの。見守り事業に登録された方は

個人賠償責任保険にも加入が可能。

・登録者数86件（保険加入者77名）

【徘徊高齢者家族支援サービス事業】

▶徘徊高齢者を介護する家族を対象に、徘徊高齢者位置探索情報提供

サービスの登録料の一部を助成。

・支給実績15件（令和6年度0件）
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②-3医療・ケア・介護サービス・介護者への支援

令和6年度実績
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【SOSネットワーク】

▶警察、市、学校、等と連携するとともに、安心メールで市民にも協力を依頼。

早期に徘徊等の行方不明者を発見・保護を目的とするもの

・ネットワークで対応 11件

【チームオレンジ】

▶認知症ご本人ご家族の困りごとと認知症サポーターをつなぐ仕組み

・認知症カフェから風流での立ち上げ協議、検討の推進

【認知症の人と家族への一体的支援事業】
（令和4年度より地域支援事業に示された新事業）

▶認知症ご本人とそのご家族が共に活動する機会と場の創出から、家族内の

良好な関係性の構築や他家族や地域との交流を推進する

・ウォーキングイベントの実施

「ながれやまウォーキングツアー＆音楽鑑賞会」（北部地域）

11月22日 参加者8組13名

③認知症の方を支える地域づくり 令和6年度実績
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令和7年度9月

認知症月間



流山市における認知症施策推進計画

【流山市の計画策定方針】

・第10期流山市高齢者支援計画（令和9年度～令和11年度）として

一体的に策定予定

【計画策定のおける重点ポイント】

・共生社会の実現を目指す

・認知症の人本人の声を尊重し、「新しい認知症観」に基づいた計画作り
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